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市
職
員
募
集

令
和
２
年
度
採
用
正
職
員

■
採
用
予
定
日
／
６
月
１
日

■
採
用
職
種
／
採
用
予
定
人
員

精
神
保
健
福
祉
士
・
管
理
栄
養
士
・

主
任
介
護
支
援
専
門
員
／
若
干
名

■
職
務
内
容
／
本
庁
、
ま
た
は
出

先
機
関
で
一
般
事
務
、
お
よ
び
各

資
格
に
応
じ
た
事
務
に
従
事

■
受
験
資
格
／
昭
和
45
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
、
各
資

格
を
有
す
る
方

■
試
験
日
時
・
場
所

【
第
一
次
試
験
】

・
試
験
日
／
４
月
18
日
（
土
）

・
会
場
／
市
役
所 

岩
瀬
庁
舎

※ 

第
二
次
試
験
の
日
時
は
、
第
１

次
試
験
合
格
者
に
通
知

■
試
験
内
容

・�

第
一
次
試
験
／
教
養
試
験
（
短

期
大
学
履
修
程
度
）
作
文
試
験
、

各
種
適
性
試
験

・
第
二
次
試
験
／
面
接
試
験

■
受
験
手
続
き
／
申
込
用
紙
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
、
ま
た
は
職
員
課
（
大
和

庁
舎
）、
総
合
窓
口
課
（
岩
瀬
・
真

壁
庁
舎
）に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

■
申
込
方
法
／
職
員
課
へ
受
験
申

込
用
紙
を
持
参
、
ま
た
は
郵
送

■
受
付
期
間
／
３
月
２
日
（
月
）

～
31
日
（
火
）９
時
～
17
時
（
土
・

日
、
祝
日
を
除
く
）

※ 

郵
送
の
場
合
は
、
３
月
31
日

（
火
）
消
印
有
効

■
問
合
先
／
職
員
課
（
〒
３
０
９

‐
１
２
９
３ 

桜
川
市
羽
田

１
０
２
３ 

☎
58‐５
１
１
１
・

75‐３
１
１
１
代
表
）

募

集

市
政
モ
ニ
タ
ー

　

地
域
と
市
政
の
橋
渡
し
と
な
る

市
政
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
人
数
／
５
名

■
任
期
／
委
嘱
の
日（
６
月
予
定
）

～
令
和
３
年
３
月
31
日

■
申
込
要
件

・
市
内
に
住
む
20
歳
以
上
の
方

・ 

公
務
員
お
よ
び
地
方
公
共
団
体

の
議
会
議
員
で
な
い
方

・ 

過
去
に
市
政
モ
ニ
タ
ー
の
経
験

が
な
い
方

■
活
動
内
容
／
ま
ち
づ
く
り
へ
の

提
言
や
要
望
の
提
出
、
市
政
に
つ

い
て
意
見
交
換
す
る
モ
ニ
タ
ー
会

議
（
年
２
回
程
度
）
へ
の
出
席

■
申
込
方
法
／
ハ
ガ
キ
、
電
話
ま

た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
職
業
・
電
話
番
号
を
明
記
）

■
申
込
期
限
／
４
月
15
日
（
水
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
秘
書
広
報

課（
〒
３
０
９‐１
２
９
３ 

桜
川
市

羽
田
１
０
２
３ 

☎
58‐５
１
１
１・

75‐３
１
１
１
代
表
、
Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
２
９
６‐58‐５
０
８
２
）

お
知
ら
せ

学
校
給
食
費
の�

�

一
部
免
除
が
ス
タ
ー
ト

　

４
月
か
ら
多
子
世
帯
の
経
済
的

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
義
務
教

育
在
籍
中
の
お
子
さ
ん
が
３
人
以

上
い
る
ご
家
庭
で
、
３
人
目
以
降

に
該
当
す
る
お
子
さ
ん
の
学
校
給

食
費
を
免
除
す
る
取
り
組
み
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

免
除
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。
ま
だ
申
請
が
お
済

み
で
な
い
場
合
は
、
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。

■
問
合
先
／
桜
川
市
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
（
☎
０
２
９
６‐
58‐

８
３
１
０
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

４
月
１
日
～�

�

市
指
定
ご
み
袋
価
格
変
更

　

原
材
料
価
格
の
高
騰
な
ど
の
理

由
で
、
販
売
価
格
が
変
更
に
な
り

ま
す
。

■
価
格
の
変
更
内
容
（
税
込
み
）

も
え
る
ご
み
専
用
袋

・
45
ℓ
／
１
４
０
円
→
１
４
５
円

・
30
ℓ
／
１
２
０
円
→
１
２
２
円

・
20
ℓ
／
１
０
０
円
→
１
０
２
円

も
え
な
い
ご
み
専
用
袋

・
20
ℓ
／
１
２
０
円
→
１
２
２
円

■
問
合
先
／
生
活
環
境
課
（
☎
58

‐５
１
１
１
・
75‐３
１
１
１
代
表
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
へ
の
助
成

■
対
象
要
件

・ 

市
内
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
対

象
と
な
る
住
宅
に
継
続
し
て
３

年
以
上
居
住
し
て
い
る
方

・
市
内
の
施
工
業
者
に
よ
る
工
事

・
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者

・
市
税
な
ど
を
完
納
し
て
い
る
方

・ 

市
か
ら
他
の
補
助
制
度
に
よ
る

助
成
を
受
け
て
い
な
い
方

■
対
象
住
宅
／
申
請
者
が
市
内
に

所
有
す
る
個
人
住
宅

※ 

併
用
住
宅
な
ど
は
個
人
住
宅
部

分
で
、
違
法
建
築
で
な
い
も
の

■
対
象
工
事
／
12
月
31
日
ま
で
に

完
了
す
る
工
事
金
額
20
万
円
以
上

（
消
費
税
を
除
く
）
の
も
の

※
工
事
発
注
・
完
了
済
は
対
象
外

■
申
請
開
始
日
／
５
月
12
日（
火
）

※ 

先
着
順
で
、
予
算
額
に
達
し
た

時
点
で
終
了

■
補
助
金
額
／
対
象
経
費
の
10
％

（
上
限
10
万
円
）

■
申
請
書
類
／
申
請
書
、
市
税
等
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（
☎
０
２
９‐
２
４
３‐

８
９
８
９
）無

料
相
談

無
料
法
律
相
談

　

法
律
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、弁
護
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
日
時
／
３
月
25
日
（
水
）
10
時

～
12
時

■
予
約
開
始
／
３
月
17
日
（
火
）

９
時

■
会
場
／
真
壁
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
対
象
／
市
内
在
住
で
、
先
着
５

名
（
１
人
20
分
程
度
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
桜
川
市
社

会
福
祉
協
議
会
（
☎
０
２
９
６‐

70‐４
４
１
０
）

納
付
状
況
確
認
承
諾
書
、
口
座
登

録
依
頼
書
、工
事
見
積
書
の
写
し
、

住
民
票
謄
本
、
固
定
資
産
評
価
証

明
書
、
建
築
基
準
法
上
の
許
可
が

必
要
な
場
合
は
そ
の
写
し
、
現
況

写
真
、
案
内
図
な
ど

※
内
容
が
変
更
に
な
る
場
合
あ
り

※ 

申
請
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
ま
た

は
そ
の
ほ
か
商
工
観
光
課
（
真

壁
庁
舎
）、
総
合
窓
口
課
（
岩

瀬
・
大
和
庁
舎
）
に
用
意

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
商
工 

観
光
課
（
☎
０
２
９
６‐
55‐

１
１
５
９
直
通
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

桜
川
市
高
等
職
業
訓
練�

�

促
進
給
付
金
な
ど

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
が
、
就
職

に
有
利
で
生
活
の
安
定
に
役
立
つ

資
格
を
取
得
す
る
た
め
、
養
成
機

関
な
ど
で
１
年
以
上
修
学
す
る
場

合
に
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

支
給
希
望
の
方
は
、
希
望
職
種

や
受
給
要
件
を
確
認
す
る
た
め
、

３
月
中
に
事
前
相
談
が
必
要
に
な

り
ま
す
。（
要
予
約
）

■
支
給
要
件
／
市
内
在
住
の
20
歳

未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ

と
り
親
家
庭
の
親
で
、
次
の
す
べ

て
の
要
件
を
満
た
す
方

・ 

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
か
、
ま
た
は
同
等
の
所

得
水
準
に
あ
る
方

・ 

対
象
資
格
の
養
成
機
関
に
お
い

て
、
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
修
業
し
、
対
象
資
格
の
取

得
が
見
込
ま
れ
る
方

・ 

市
町
村
民
税
、
国
民
健
康
保
険

税
、
利
用
者
負
担
額
、
学
童
ク

ラ
ブ
保
護
者
負
担
金
に
滞
納
が

な
い
方

・ 
就
業
、
ま
た
は
育
児
と
修
業
の

両
立
が
困
難
な
方

・ 

過
去
に
本
給
付
を
受
給
し
て
い

な
い
方

■
対
象
資
格
／
看
護
師
、
准
看
護

師
、
保
育
士
、
介
護
福
祉
士
、
作

業
療
法
士
、
理
学
療
法
士
、
歯
科

衛
生
士
、
美
容
師
、
社
会
福
祉
士
、

製
菓
衛
生
師
、
調
理
師
な
ど

■
支
給
金
額

・�

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
／
月

額
10
万
円
（
修
業
期
間
の
最
後

の
12
か
月
は
14
万
円
）

・�

市
町
村
民
税
課
税
世
帯
／
月
額

７
万
５
百
円
（
修
業
期
間
の
最

後
の
12
か
月
は
11
万
５
百
円
）

※ 

こ
の
制
度
は
国
の
補
助
制
度
に

基
づ
く
も
の
で
、
制
度
改
正
な

ど
で
変
更
の
場
合
あ
り

■
問
合
せ
・
相
談
・
申
請
先
／
児

童
福
祉
課
（
☎
０
２
９
６‐75‐

３
１
５
６
直
通
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

飼
育
動
物
（
ペ
ッ
ト
や
愛
玩

鳥
な
ど
）
の
報
告

　

１
頭
（
１
羽
）
で
も
愛あ

い
が
ん玩
用
の

家
畜
を
飼
育
し
て
い
る
方
は
、
法

律
に
よ
り
毎
年
２
月
１
日
現
在
の

飼
育
頭
羽
数
な
ど
を
県
に
報
告
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

■
報
告
対
象
家
畜
／
牛
、
水
牛
、

鹿
、
め
ん
羊
、
山
羊
、
馬
、
豚
、

い
の
し
し
、
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず

ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ

ろ
鳥
、
七
面
鳥
（
犬
、
猫
、
う
さ

ぎ
、
イ
ン
コ
な
ど
は
対
象
外
）

■
問
合
先
／
茨
城
県
県
西
家
畜
保

健
衛
生
所
（
☎
０
２
９
６‐52‐

０
３
４
５
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

元
気
シ
ニ
ア
バ
ン
ク
に�

�

登
録
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

茨
城
県
で
は
、
豊
富
な
知
識
、

経
験
、
技
能
な
ど
を
持
つ
高
齢
者

が
様
々
な
地
域
活
動
で
活
躍
で
き

る
よ
う
元
気
シ
ニ
ア
バ
ン
ク
を
開

設
し
て
い
ま
す
。
元
気
シ
ニ
ア
バ

ン
ク
に
登
録
さ
れ
た
方
は
、
県
内

の
様
々
な
団
体
か
ら
の
依
頼
に
応

じ
て
活
動
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

長
年
培
っ
た
も
の
を
地
域
の
た

め
に
活
か
し
ま
せ
ん
か
。

■
問
合
先
／
茨
城
県
社
会
福
祉
協

議
会 

茨
城
わ
く
わ
く
セ
ン
タ
ー

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

３
月
納
期
の
税・保
険
料

納
期
限
／
３
月
31
日（
火
）

国
民
健
康
保
険
税�

随
時

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料�

随
時

介
護
保
険
料�

随
時

　
税
・
保
険
料
は
納
期
限
内
に
納
め

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
納
め
忘
れ
が
な
く
簡
単
で

便
利
な
口
座
振
替
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。



情報ひろば桜川市役所代表電話番号　☎ 0296-58-5111・75-3111

さくらがわ　2020.3.1 14

月
別 税目等 期別 納期限

４
月

固定資産税 １期

４月30日（木）
国民健康保険税 随時

後期高齢者医療保険料 随時

介護保険料 １期（暫定）
随時

５
月 軽自動車税 全期 ６月１日（月）

６
月

市県民税 １期
６月30日（火）

介護保険料 ２期（暫定）

７
月

固定資産税 ２期

７月31日（金）国民健康保険税 １期

後期高齢者医療保険料 １期

８
月

市県民税 ２期

８月31日（月）
国民健康保険税 ２期

後期高齢者医療保険料 ２期

介護保険料 ３期

９
月

国民健康保険税 ３期
９月30日（水）

後期高齢者医療保険料 ３期

月
別 税目等 期別 納期限

10
月

市県民税 ３期

11月２日（月）
国民健康保険税 ４期

後期高齢者医療保険料 ４期

介護保険料 ４期

11
月

固定資産税 ３期

11月30日（月）国民健康保険税 ５期

後期高齢者医療保険料 ５期

12
月

国民健康保険税 ６期

12月25日（金）後期高齢者医療保険料 ６期

介護保険料 ５期

１
月

市県民税 ４期

２月１日（月）国民健康保険税 ７期

後期高齢者医療保険料 ７期

２
月

固定資産税 ４期

３月１日（月）
国民健康保険税 ８期

後期高齢者医療保険料 ８期

介護保険料 ６期

３
月

国民健康保険税 随時

３月31日（水）後期高齢者医療保険料 随時

介護保険料 随時

令和２年度
納め忘れがなく、簡単で便利な口座振替をご利用ください。

納税・保険料カレンダー

※�市県民税の特別徴収（給与などからの天引き）は、6月分から翌年 5月分までの 12 か月で徴収します。毎
月翌月の 10 日が納期限です。
※�カレンダー記載以外にも、随時課税などが発生することがあります。発生した場合は、個別にご連絡します。
納期限はその都度設定されます。
■問合先／桜川市（☎ 58‐5111・75‐3111 代表）
　・市県民税・固定資産税・軽自動車税／収税課（☎ 0296‐58‐5621 直通）
　・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料／国保年金課（☎ 0296‐75‐3125 直通）
　・介護保険料／介護保険課（☎ 0296‐75‐3158 直通）


